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上越市規則第３４号 

上越市下水道条例施行規則の一部を改正する規則 

 上越市下水道条例施行規則（昭和６３年上越市規則第３２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、上越市下水道条例（昭和６３年上越市条例第３１条）第３４条の２及

び第３５条の規定に基づき、市長が管理している下水路（別に定めるものに限る。）及び

都市下水路（以下「都市下水路等」という。）の管理に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 第１条の２から第１条の８までを削る。 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

 （準用） 

第２条 都市下水路等に係る行為の許可申請等、占用の許可申請等、電線等を設ける場合の

占用許可の基準、占用者の住所変更等の届出について、上越市下水道条例施行規程（令和

７年上越市ガス水道事業管理規程第５号）第３１条から第３４条までの規定を準用する。

この場合において、必要な技術的読み替えは、市長が別に定める。 

 （その他） 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 第４条から第２７条までの規定及び第１号様式から第３０号様式までの様式を削る。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


